
司法制度改革審議会意見書における法科大学院の教育理念 

 

 

法科大学院における教育の理念については、平成 13年の司法制度改革審議会の意見書に

おいて下記のとおり位置づけられている。文部科学省としては、司法制度改革の理念を踏

まえ、法科大学院における受験指導や科目の配置について、別紙のとおり文部科学省告示

や中央教育審議会の報告等で示し、各法科大学院へ周知・指導を行っている。 

 

 

＜以下、司法制度改革審議会意見書より抜粋＞ 

（法曹に必要な資質） 

21 世紀の司法を担う法曹に必要な資質として、豊かな人間性や感受性、幅広い教養と

専門的知識、柔軟な思考力、説得・交渉の能力等の 基本的資質に加えて、社会や人間関

係に対する洞察力、人権感覚、先端的法分野や外国法の知見、国際的視野と語学力等が

一層求められるものと思われる。 

 

（新たな法曹養成制度の整備） 

司法（法曹）が 21世紀の我が国社会において期待される役割を十全に果たすための人

的基盤を確立するためには、法曹人口の拡大や弁護士制度の改革など、法曹の在り方に

関する基本的な問題との関連に十分に留意しつつ、司法試験という「点」のみによる選

抜ではなく、法学教育、司法試験、司法修習を有機的に連携させた「プロセス」として

の法曹養成制度を新たに整備することが不可欠である。そして、その中核を成すものと

して、大要、以下のような法曹養成に特化した教育を行うプロフェッショナル・スクー

ルである法科大学院を設けることが必要かつ有効であると考えられる。 

 

（法科大学院の教育理念） 

  法科大学院における法曹養成教育の在り方は、理論的教育と実務的教育を架橋するも

のとして、公平性、開放性、多様性を旨としつつ、以下の基本的理念を統合的に実現す

るものでなければならない。 

   ・「法の支配」の直接の担い手であり、「国民の社会生活上の医師」としての役割を期待される法曹

に共通して必要とされる専門的資質・能力の習得と、かけがえのない人生を生きる人々の喜び

や悲しみに対して深く共感しうる豊かな人間性の涵養、向上を図る。 

   ・専門的な法知識を確実に習得させるとともに、それを批判的に検討し、また発展させていく創造

的な思考力、あるいは事実に即して具体的な法的問題を解決していくため必要な法的分析能力や

法的議論の能力等を育成する。 
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   ・先端的な法領域について基本的な理解を得させ、また、社会に生起する様々な問題に対して広い

関心を持たせ、人間や社会の在り方に関する思索や実際的な見聞、体験を基礎として、法曹とし

ての責任感や倫理観が涵養されるよう努めるとともに、実際に社会への貢献を行うための機会を

提供しうるものとする。 

 

（法科大学院における教育内容及び教育方法） 

○ 法科大学院では、法理論教育を中心としつつ、実務教育の導入部分（例えば、要件

事実や事実認定に関する基礎的部分）をも併せて実施することとし、実務との架橋を

強く意識した教育を行うべきである。 

○  教育方法は、少人数教育を基本とし、双方向的・多方向的で密度の濃いものとすべ

きである。 

○  法科大学院では、その課程を修了した者のうち相当程度（例えば約 7～8割）の者が

新司法試験に合格できるよう、充実した教育を行うべきである。 

○  厳格な成績評価及び修了認定の実効性を担保する仕組みを具体的に講じるべきであ

る。 

 

 

（参考）なお、司法制度改革審議会意見書において、新司法試験の方式及び内容については、下

記のとおり記載されている。 

法科大学院において充実した教育が行われ、かつ厳格な成績評価や修了認定が行われ

ることを前提として、新司法試験は、法科大学院の教育内容を踏まえたものとし、かつ、

十分にその教育内容を修得した法科大学院の修了者に新司法試験実施後の司法修習を

施せば、法曹としての活動を始めることが許される程度の知識、思考力、分析力、表現

力等を備えているかどうかを判定することを目的とする。 

     新司法試験は、例えば、長時間をかけて、これまでの科目割りに必ずしもとらわれず

に、多種多様で複合的な事実関係による設例をもとに、問題解決・紛争予防の在り方、

企画立案の在り方等を論述させることなどにより、事例解析能力、論理的思考力、法解

釈・適用能力等を十分に見る試験を中心とすることが考えられる。 

     新司法試験と法科大学院での教育内容との関連を確保するため、例えば、司法試験管

理委員会に法科大学院関係者や外部有識者の意見を反映させるなど適切な仕組みを設

けるべきである。 
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